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地方自治体の新公会計制度（統一的な基準）に対する取り組み状況に

関する分析―実態調査結果に基づいて― 

石川恵子（日本大学）稲田圭介（和光大学）

兼村高文（明治大学）佐藤亨（日本生産性本部）

田中優希（法政大学）松尾貴巳（神戸大学）山本清（東京大学）

１． はじめに  

地方公会計制度について、総務省は、2014 年 4 月に複式簿記の導入と固定資

産台帳の整備を柱とする財務書類作成基準「今後の新地方公会計の推進に関す

る研究会報告書」（以下『研究会報告書』）を公表し、地方公会計に関する新

たな統一的な基準（以下、「統一的な基準」という）を示した。2015 年 1 月に

は、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（以下『公会計マニュアル』）

を示し、原則として 2015 年度から 2017 年度の 3 年間で統一的な基準による財

務諸表の作成を要請した（2015 年 1 月 23 日付総務大臣通知総財務第 14 号）。

全国自治体の財務書類の作成予定に関する総務省の調査（地方公共団体にお

ける統一的な基準による財務書類の作成予定）によれば、2015 年 3 月末時点に

おいて、全団体（1,788 団体）のうち 1,239 団体（69.3％）は、基準モデルや総

務省方式改訂モデル、また独自方式で既に何らかの財務書類を作成済みであり、

全団体のうち 98.2％は統一的な基準による財務書類の作成を要請期間内に作成

を完了すると回答した（総務省 ,  2015a）。また、2017 年 3 月末時点の調査では、

統一的な基準による財務書類について、1,766 団体（全団体の 98.8％）が要請

期間内の平成 29 年度までに財務書類を作成予定であると回答している（総務

省 , 2017）。日本会計研究学会特別委員会（ 2016）が、全国自治体（1,788 団体）

を対象として行った調査によれば、2017 年度以降の財務書類の作成について、

回答自治体（1,103 団体）のうち 95.6%の団体が統一的な基準で作成し、固定資

産台帳の整備についても 95.5%の自治体が 2016 年度中に完了予定と回答してお

り（特別委員会 2016）、導入率の高さは 2015 年の総務省調査と整合している。

「研究会報告書」は、現金主義会計による予算・決算を補完するものとされ、

住民や議会等に対する説明責任の履行だけでなく、資産・債務管理や予算編成

・行政評価等に有効活用することでマネジメントが強化され、財政の効率化・

適正化につながるとされている（総務省 ,  2014, 4）。さらに、「公会計マニュ

アル」では、「財務書類等活用の手引き」（総務省 , 2015b, 3-6）として、セグ
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メント別のフルコスト情報を活用し、行政評価情報などと連携することで予算

編成において資源配分の意思決定に活用することが期待されており、マネジメ

ントへの活用が期待されている。しかし、総務省の調査では、財務書類を作成

済みである 1,239 団体の財務書類の活用状況をみると、財政指標の設定（26.4

％）や地方議会での活用（25.9％）等、団体全体の財務状況の報告・開示に関

わる項目については四分の一程度の団体が財務書類を活用している一方で、適

切な資産管理（ 10.2％）、予算編成の活用（ 7.7％）、行政評価との連携（ 1.4

％）等、個々の資産管理や事業の評価に関わる活用については活用が進んでい

ないことが示されている（総務省 ,  2015a）。

特別委員会（2016）の調査においても、統一的な基準による財務書類につい

て、従来の財務書類と比較して期待している（「大いに期待している」、「や

や期待している」の合計）と回答した団体の率は、説明責任の向上：62.2％（回

答自治体：1,103 団体のうち 686 団体）、固定資産の適正な管理：82.5％、業務

効率化：31.0％、予算編成：53.1％、総合計画の決定：42.4％、実施計画：45.0

％、行政評価：40.8％など、必ずしも高い率で期待されているわけではない。

また、予算編成等への活用をはかるうえでは、事業や施策等のセグメント情

報が重要となり、また、予算編成の時期に情報提供を行ううえでは、決算の早

期化が重要となるなど、情報活用の実現に向けた仕組みの整備が重要である。

上述の特別委員会の調査では、部門や事業等のセグメント別の財務書類を作成

する予定の自治体は 1,103 自治体のうち 8.7%の 96 団体（すでに作成している

のは 20 団体 1.8%）であり、財務書類作成早期化に貢献すると考えられる日々

仕訳については、1,077 団体のうち 7.9%の 79 団体（導入済み団体を含む）にと

どまっている（874 団体、81.2%が期末一括仕訳を予定）。また、職員に対して

発生主義会計や複式簿記の教育・研修を実施、実施予定の団体は、 1,103 自治

体のうち 23.2%の 256 団体である。情報活用に関連すると考えられる仕組みや

体制整備に関する取り組みは、財務諸表の作成率（ 95.6%）と比べるとギャッ

プが大きい状況にある。

このような導入の現状において、総務省の期待通り果たしてマネジメント等

への情報活用が行われていくのであろうか。今後、ほとんどの自治体で統一的

な基準に基づく財務諸表は作成されることにはなるが、そもそも期待値の低い

団体では情報活用に消極的である可能性がある。また、期待値が高い団体にお

いても、情報活用に向けた仕組み作りが行われていなければ、実際にうまく活

用できない可能性もある。

そこで、以下では、特別委員会（2016）の実態調査に基づき、情報活用の期

待や仕組み作りの傾向を明かにするとともに、その傾向を規定する要因を分析
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することを通じて、今後統一的な基準の制度的な可能性や限界、課題を検討す

るうえでの論点を明かにしたい。

２． 先行研究  

自治体のような公的組織が、複式簿記、発生主義に基づく企業会計方式の財

務諸表を作成するにおいて導入が進められている新たな地方公会計制度である

統一的な基準について自治体のような政府組織に複式簿記、発生主義会計に基

づく企業会計方式の会計システムを導入しようとする考え方は新しいトピック

スではない。わが国の場合、実務面では、統一的な基準が検討・導入される前

の段階として、2006 年以降総務省による基準モデル、総務省方式改訂モデルが

提示された時期がある。山浦（2016）によれば、もともとの先行事例としては、

1987 年に財団法人地方自治協会（現、財団法人地方自治研究機構）が「地方公

共団体のストックの分析評価手法に関する調査研究報告書」において、収支計

算書と貸借対照表を作成する方法を示したことに始まるとされるが、統一的な

基準においては、固定資産台帳の整備を前提とした財務諸表の作成が提示され

たことで、公共施設マネジメントなど、マネジメント・ツールとして情報活用

を行うことが強調されるようになった。他方、学術的には、1980 年代は主とし

て行政の経済性・効率性に関するアカウンタビリティの観点から、発生主義会

計の意義が議論されはじめており（吉田 ,  1980 など）、1990 年代になると公会

計制度におけるストック情報の不備、不完全さも指摘されるようになった（茅

根 ,  1991）。また、1990 年代以降になると、以下のような NPM（New Public 

Management）の潮流を受け、成果志向の業績管理におけるインプット情報とし

ての発生主義情報の意義や（古川・北大路 ,2001; 東 ,2001）、財政健全化の観点

からのストック情報の意義など（兼村，2001）が検討されてきた。

企業会計方式の財務諸表の作成は、海外では主に 1980 年代からイギリスや

ニュージーランドなどのアングロサクソン諸国において、いわゆる NPM に関

連した取り組みの一つとして位置づけられてきた。NPM は、市場メカニズムの

導入や分権化、権限・責任の明確化、成果志向の業績管理などの複数の取り組

みに関連したものである（Hood,1991; 1995; Guthrie et al., 1999）。また、山本

（2016）が指摘するように、米国では地方債市場が発達し、自治体の財政状態

によって発行条件が異なっていたことから、財政の透明性と経済性・効率性に

関する情報ニーズが高く、情報ニーズと財務諸表のタイプの関係についての分

析（Patton,1978）などが 1970 年代後半から行われている。

発生主義会計に基づく財務書類やコスト情報はアカウンタビリティや成果
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志向の業績管理に貢献するものであるという規範的な議論がなされてきたが、

実 際 に は 理 論 通 り に う ま くい か な い こ と が 認 識さ れ る よ う に な っ てき た

（Poister and Streib, 1999; Bouckaert and Peters, 2002; Grizzle, 2002; Kelly, 2002; 

Sanger, 2008 など）。このような議論は、会計基準のような制度が政府主導で

導入されても実際には形式的、表面的な適用にとどまるのではないかという問

題意識に基づいたものであり、Meyer and Rowan（1977）のような新制度派組織

論のアプローチに基づいて議論されるようになってきた。山本（2016）が指摘

するように、発生主義会計を導入することが財政の効率化・健全化につながる

という暗黙の規範的前提がおかれていた状況から、理論と実務のギャップが認

識されるようになったことで、ミクロレベルである行政組織における情報利用

や情報利用の効果に対する関心が高まったと考えられる。

発生主義会計の導入意義に関する議論は、情報利用の主体を議会や住民、債

権者等の利害関係者におく財務会計的なアカウンタビリティの観点と、個々の

行政組織における経営管理者（マネージャー）に焦点を当て、マネージャーが

情報を利用し、業績管理や資源配分等の意思決定に利用する内部管理目的の管

理会計的な観点がある。もちろん、行政組織の場合は、財政の民主主義統制に

基づき、予算編成は行政内部で完結せず、立法・議会における審議・議決を要

するという点で外部報告、アカウンタビリティと一体的な部分を有する（山

本 ,2016）。発生主義会計の会計情報の利用実態や有用性の分析を通じて、発生

主義会計制度導入の妥当性を考察しようとするアプローチは、山本（2016）が

整理しているように、山本ら自身が行った政府関係職員を対象とする調査や先

行して公的部門に発生主義会計を導入した国の実証研究でも、現実の発生主義

会計情報の利用は制度を導入しても進んでいないことを示すものが多く、情報

利用に効果に関する経験的証拠は十分ではない（山本，2016）。この意味では、

経験的な実証研究の余地が残されているといえる。

他方、マネジメントコントロールの領域では、意思決定や評価のための情報

を提供する業績管理システムは、それらを支援する欠くことのできないもので

あると考えられてきたため（ Ittner and Larcker, 1998; Ittner and Larcker, 2001）、

情報の意思決定有用性やパフォーマンスとの関連性に対する関心は伝統的に高

かった。とくに、1980 年代後半からは、ABC（活動基準原価計算）や BSC（バ

ランストスコアカード）のような新たな管理会計技法の開発と導入が進められ

てきたが、必ずしもその導入はうまくいかなかった。このため 1990 年代から、

導入効果、導入の促進要因、阻害要因を明らかにする研究が積極的に行われて

きた経緯がある（梶原・窪田 , 2004）。一連の導入研究では、導入の促進、阻

害要因として、規模、業種、外部環境の不確実性、正確性・適時性・既存シス
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テムとの調和などの技術要因、戦略との調和、トップマネジメントのサポート、

訓練、導入経過年数、内部コミュニケーション、現場マネージャーの参加度合

等の要因が分析された（Anderson, 1995; Anderson and Young, 1999; Chenhall 

and Smith, 1998; Shields, 1995）。1990 年代以降は、マネジメントコントロール

の役割として、Simons（1990）に代表されるように、戦略実施、促進のための

情報利用や、情報利用とパフォーマンスとの関係にも関心が高まるようになり

（Widener,2007; Henri, 2006 など）、業績管理システムが組織内外の諸条件との

関連で、いかなる条件において積極的なパフォーマンスをもたらすかに焦点が

当てられるようになった（Cavalluzzo and Ittner, 2004; Speklé and Verbeeten, 2014

など )。

マネジメントコントロールの分析枠組みでは、多様な促進・阻害要因が考慮

され、情報利用とパフォーマンスとの関係も検討がなされてきたが、マネジメ

ントコントロールの領域における研究では、業績管理システムの有効性に焦点

を当てる傾向があるため、発生主義会計に基づく会計情報は、多様な業績管理

情報の一つにすぎない。また、情報利用目的も、実行（実施）計画の策定、予

算配分、業務プロセスのモニタリング、業務改善、職務設計、報酬決定、コミ

ュニケーション、目標、政策の妥当性評価、部門方針の見直し、内部部門への

報告、外部報告など多様な利用目的があげられている（Speklé and Verbeeten, 

2014)。したがって、発生主義会計に基づく情報の有効性を分析するためには、

マネジメントコントロールの領域で考慮されてきた多様な促進・阻害要因を考

慮しつつも、業績管理情報の利用方法について特定の目的に焦点を当てた研究

を行うことが重要である。

３． 分析の枠組み  

統一的な基準に基づく財務書類の作成は平成 29 年度にはすべての自治体で

完了される予定であるから、発生主義による公会計は現行制度の現金主義を基

礎とする予算・決算を補完するものとなる。したがって、公会計の発生主義情

報の作成という点では制度的な完成段階に達したことになり、実務や研究の関

心もその利活用な効果さらには現行制度との補完性をより調和的・実効的なも

のにしていくことになる。しかし、既往研究は前節でレビューしたように発生

主義化・企業会計化が期待した効果を上げているかという問題認識に基づき種

々のモデルが提案されているものの、因果関係的な分析手法の開発には至って

いない (Dabbicco, 2015)。個別の優良事例の紹介や意識調査による活用状況の把

握はあっても、なぜうまく導入され適用されているのか、財政健全化・効率化
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や政策改善に有効だったのかの分析は、一般化には程遠い。個々の公的主体の

おかれている制度、環境や文脈（時代背景を含む）の多様性が影響しているた

め、主体をこうした背景や文脈及び他の制度改革を考慮して、いくつかに区分

して適用実態や効果を検証することが分析を進めていく上で有効と考える。同

じ基準による財務書類の作成をしても Hepworth(2017)が指摘するように、経営

改革を伴わなければ財政の効率化や透明性・説明責任の向上をもたらさないか

らである。

3.1. 自治体の類型化  

統一的な基準による発生主義化の活用とその効果を文脈との関係で分析す

るには、発生主義会計情報の作成とその活用・効果をつなぐ関係論理を明確に

することが有用である。関係性が確認されれば改善や効果を高める処方箋の開

発に役立つからである。財政の効率化と説明責任の向上が総務省も意図する効

果であるが、その達成の論理回路には発生主義情報が効率化を促すよう意思決

定に利用されることと資源の委託者で主権者である市民・住民やその代表であ

る政治家が当該情報を理解できることが前提になる。しかし、意思決定は適時

になされなければ「後の祭り」になるから、情報が適時に作成・提供されねば

ならず、年度末に一括仕訳されては合理的な意思決定機会をのがしてしまうで

あろう。また、かかる技術的条件（実現条件）を満たしたとしても内部・外部

利用者の意識や利用意欲（期待）が低い状況では「宝の持ち腐れ」となる可能

性がある。もちろん、実際の効果の発現には期待でなく期待を実施に移す政治

的・行政的実行力や利用を促したり制度化する機構が重要であるが、ここで使

用するデータは平成 28 年度に実施された特別委員会の調査であり実績状況は

把握できない制約がある。そこで、実現条件をどの程度満たしているかという

水平軸と効果への期待はどのくらいかという垂直軸で４つに自治体を区分する

ことにする。実現条件が十分でかつ期待も高いのが「優等生」、実現条件が十

分だが期待が低いのは「技術先行」、実現条件が低いが期待は高いのは「期待

先行」、実現条件も期待も低いのは「問題児」と類型化できる。なお、ここで

は優等生は発生主義による効果を得る確率が高く、問題児は低く、また、技術

先行若しくは期待先行は不確定であるという前提を置いている。
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図表 3-1  類型化モデル 

1 期待先行 Ⅱ優等生

Ⅲ問題児 Ⅳ技術先行

不足     実現条件     十分 

 

3.2. 自治体類型と制度・環境・文脈の関係  

この類型化された自治体に対し、制度、環境及び文脈に応じて異なった影響

を与えるとみなす。類型が違えば同じ環境でも発生主義化の効果は異なるし、

逆に同じ類型に属していても制度、環境、文脈により影響が違う可能性がある。

ここでは、以下３つの仮説を制度論と合理性理論を基礎として設定する。まず、

実現条件は技術的な要件を満たすことであり、技術的合理性に基づく。この技

術的合理性には複式簿記等の専門的知識の習得と専門人材の確保が前提にな

り、一定以上の組織規模を必要とする。1 人で決算を実施している組織で発生

主義の財務書類を作成し、かつ利用を図る能力を身に着ける余裕はないであろ

う。ここから次の仮説が提示される。

仮説１  自治体の規模が大きくなるほど実現条件が高まり優等生や技術先

行の比率が高まる。利活用には一定以上の人口規模を有する必要がある。

次に、財政は自治体の立地環境とも強い環境があり、財政が健全な自治体で

は発生主義会計の活用等を図る長期的な戦略にも取り組む余裕があり、実現条

件が高まると想定される。他方、現在既に財政悪化であるか近い将来に悪化が

予測される時には、経済合理性から発生主義化による財政の効率化を期待する

傾向が強まると想定される。また、期待は経済合理性に基づく証拠に基づかな

い場合もあり、政治的に行政改革に積極的に取り組んでいる姿勢を強調する象

徴的効果を目指す政治的合理性からも生じる 1。さらには、制度派組織論が述

1 ただし、当面の次善的な政策対応としてあえて技術的問題とみなして実現条
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べるように既にある（成功したとされる）財政健全化への処方箋を採用すると

いう意味での模倣的同型とみることも可能である。この場合には、象徴性や同

型性が強いほど期待も大きくなると想定される。したがって、次の仮説になる。

仮説２ 財政が健全なほど実現条件が高まるものの、他方、財政悪化が予想

されるほど期待も高まるため、財政状態と自治体類型の間には明確な関係がみ

いだせない。

なお、本論文では分析の第一段階として組織規模を表す人口を尺度に規模と

自治体の類型との関係につき検証する 2。自治体の規模として人口をいくつか

に区分した方が関係性は把握しやすいため、ここでは地方財政研究や財政統計

で使用される市と町村の区分と人口 5 万未満、5～10 万、10 万～30 万、30 万以

上の 4 区分を採用して行うこととする。

４． 分析結果  

4.1 質問票回答結果の指数化  

「期待」と「実現条件」を表す因子を抽出するために、質問票の回答を指数

化した。たとえば「期待」については Q16 と Q18 の回答結果を使い、回答が「大

いに期待している」、「やや期待している」、「あまり期待していない」、「全

く期待していない」の順番に、指数 化後の点数が高くなるようにした。「わ

からない」という回答については、期待の有無が不明であることから、指数化

を行わなかった。「実現条件」については、Q5-3、Q5-4、Q6、Q8、Q29、Q11

を点数化した（図表 4-1）。

件を改善することが政治的に推進されることがある。EU の財政問題への EPSAS
に関するこの論点からの接近として Oulasvirta and Bailey(2016)参照。
2 類似団体とは総務省が財政健全化の比較分析等に提供するため人口と産業構

造が類似している市町村を類型化してまとめたものであり、政令市（選定団体

20）、中核市（同 43）、特例市（同 40）、特別区（同 23）はそれぞれ 1 類型、

都市は 16 類型、町村は 15 類型にそれぞれ区分し類型毎に主要な決算データが

まとめられている。
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図表 4-1 「期待」「実現条件」に使用する質問項目と点数化方針  

 

4.2 因子分析  

「期待」については、Q16 から 6 項目、Q18 から 6 項目の合計 12 項目を因子

分析にかけた。主因子法を用いて潜在的因子の数を推測したところ、固有値が

1 以上（カイザー基準） 3の因子 は第 1 因子のみであった。第 1 因子の固有値

は 6.58、累積寄与率は 54.9%であった。

「実現条件」については、Q5-3、Q5-4、Q6、Q8、Q29、Q11 の 5 項目を因子

分析にかけた。期待条件と同様に、固有値が 1 以上の因子は第 1 因子のみで、

第 1 因子の固有値は 1.52、累積寄与率は 30.47%であった（図表 4-2、図表 4-3）。

なお、因子分析の特性上、いずれかの設問において、未回答か、点数化の対

象とならない回答（「わからない」など）をした自治体は、因子が創出されな

い。この結果、アンケート全体の有効回答数は 1,103 自治体だが、因子分析か

ら「期待」因子と「実現因子」の両方が得られた自治体は 685 自治体であった

（「期待」因子が得られた自治体は 925 自治体、「実現条件」因子が得られた

自治体は 801 自治体。どちらかの因子が得られなかった自治体は 418 自治体）。

 

3 なお、固有値を並べ替えたときの差が非常に大きい部分で切る方法（スクリ

ー・テスト）をとっても、因子数は 1 である。実現条件についても同様。

「期待」に使用する項目と点数化

Q16-1～6
「統一的な基準」による財務書類に、これまでの財務書類
と比較して期待する効果

「わからない」と回答したものは、除き、点数化しない。点数の高い順は以下の
通り。「大いに期待している」、「やや期待している」、「あまり期待していない」、
「全く期待していない」

Q18-1～6
意思決定のための計画書等それぞれに対する、「統一的
な基準」による財務諸表情報の利用程度

同上

 「実現条件」に使用する項目と点数化

Q5-3 日々仕訳または期末一括仕訳 「日々仕訳」、「期末の一括仕訳」で点数が高い。

Q5-4 仕訳担当部署
「各課が処理」、「各部の総務課等が処理」、「財務書類の主管課が処理」の順
に点数が高い。「その他」「未定」と未回答は除外。

Q6 誤謬のチェック

「未定」と回答したものは、「どちらともいえない」に読み替える。点数の高い順は
以下の通り。
「実施している」、「実施する予定がある、「どちらともいえない」「実施する予定は
ない」。「未回答」は除外。

Q8 財務書類の決算書としての提出
「既に決算提出資料としている」、「決算提出資料とする予定がある」、「決算提
出資料とする予定はない」の順に点数が高い。「未定」と未回答は除外。

Q29 発生主義や簿記の研修実施
「未定」と回答したものは、「どちらともいえない」に読み替える。点数の高い順は
以下の通り、「実施している」、「実施する予定がある」、「どちらともいえない」
「実施する予定はない」。

Q11 セグメント財務書類の作成
「未定」と回答したものは、「どちらともいえない」に読み替える。点数の高い順は
以下の通り。「実施している」、「実施する予定がある、「どちらともいえない」「実
施する予定はない」。
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図表 4-2 「期待」 因子分析 

 

図表 4-3 「実現条件」 因子分析  

Factor analysis/correlation Number of obs 　　= 705
Method: principal factors Retained factors   = 1
Rotation: (unrotated) Number of params = 12

因子 初期の固有値 寄与率 累積寄与率 抽出後の固有値 寄与率 累積寄与率
1 6.583 54.86% 54.86% 6.583 54.86% 54.86%
2 0.467 3.89% 58.75%
3 0.388 3.23% 61.98%
4 0.234 1.95% 63.94%
5 0.076 0.64% 64.57%
6 -0.048
7 -0.071
8 -0.083
9 -0.088

10 -0.115
11 -0.132
12 -0.140 .

LR test: independent vs. saturated:  chi2(66) = 5873.34 Prob>chi2 = 0.0000

因子負荷量
Variable 1因子 共通性

Q18_5 _予算の審議 0.845 0.713
Q18_4 _予算の要求 0.833 0.694
Q18_3 _予算編成の方針 0.828 0.686
Q18_2 _実施計画書 0.827 0.684
Q18_1 _総合計画書 0.800 0.640
Q16_5 _予算編成への活用 0.797 0.636
Q18_6 _行政評価報告書 0.786 0.618
Q16_1 _説明責任の向上 0.671 0.451
Q16_2 _業務の効率化 0.663 0.440
Q16_3 _固定資産の適正な管理 0.598 0.358
Q16_6 _PFIへの活用 0.576 0.332
Q16_4 _他自治体との財政比較 0.576 0.332

固有値 6.583
寄与率 54.86%

Factor analysis/correlation Number of obs 　　= 801
Method: principal factors Retained factors   = 2
Rotation: (unrotated) Number of params = 11

因子 初期の固有値 寄与率 累積寄与率 抽出後の固有値 寄与率 累積寄与率
1 1.6351 27.25% 27.25% 1.524 30.47% 30.47%
2 0.46635 7.77% 35.02%
3 -0.06334 -1.06% 33.97%
4 -0.07017 -1.17% 32.80%
5 -0.16438 -2.74% 30.06%
6 -0.17956 -2.99% 27.07%

LR test: independent vs. saturated:  chi2(15) =  967.96 Prob>chi2 = 0.0000

因子負荷量
Variable 1因子 共通性

Q5_3 日々仕訳　あるいは　期末一括仕 0.801 0.641
Q5-4 仕訳担当部署 0.797 0.634

Q6 誤謬のチェック 0.202 0.041
Q8 財務書類の決算書としての提出 0.220 0.048

Q29 発生主義や簿記の研修実施 0.399 0.159
Q11 セグメント財務書類の作成 0.334 0.111

固有値 1.524
寄与率 30.47%
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4.3 類型化  

3.1 で提示した自治体の類型化を行う。まず、図表 3-1 の縦軸には「期待」第

一因子の因子得点を採用し、横軸には「実現条件」第一因子の因子得点を採用

した。この結果を、人口規模別にプロットしたものが図表 4-4 である。

図表 4-4 市区町村 人口規模別散布図  

5 万未満 

 

5～10 万 

 

10～30 万 

 

30 万以上  

 

図表 4-4 からは、縦軸、横軸ともに、中央値付近にサンプルが集中する傾向

が見られる。中央値を基準に類型化すると、各類型の特徴が薄まることが懸念

された。

そこで、より特徴のある類型化を行うために、因子得点順にサンプルを並び

替え、第 1 三分位と第 2 三分位を境界に 3 等分し、上位 3 等分と下位 3 等分を

用いて 4 類型を抽出した。このうち、縦軸（期待）、横軸（実現条件）の値が

ともに第 2 三分位より大きい自治体を、期待が高く実現条件も十分な「優等生」

とした。同様に、縦軸（期待）の値は第 2 三分位よりも大きいが、横軸（実現

条件）の値が第 1 三分位より小さい自治体は、期待は高いが実現条件が不十分

-
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な「期待先行」とした。「問題児」「技術先行」についても同様に類型化した

4。この結果、期待先行として 54、優等生として 98、問題児として 109、技術

先行として 59 の自治体が抽出された。

4.4 仮説検証

仮説 1 で想定したとおりに、自治体の規模が大きくなるほど実現条件が高ま

り、優等生や技術先行の比率は高まるだろうか。検証のために、類型化した自

治体を人口規模別に集計した（図表 4-5）。

 

図表 4-5 人口規模別Ⅳ類型 

 

  5 万未満  5～ 10 万  10～ 30 万  30 万以上  都道府県  合計  

Ⅰ期待先行  11 40 2 1 0 54 

 (44%) (18%) (5%) (5%) (0%) (18%) 

Ⅱ優等生  8 61 16 9 4 98 

 (32%) (27%) (37%) (45%) (50%) (18%) 

Ⅲ問題児  6 90 10 2 1 109 

 (24%) (40%) (23%) (10%) (13%) (18%) 

Ⅳ技術先行  0 33 15 8 3 59 

 (0%) (15%) (35%) (40%) (38%) (18%) 

合計  25 224 43 20 8 320 

 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

優等生と技術先行を合わせた比率を比べると、 5 万未満の自治体では 32%

（6+0 サンプル）であるのに対し、5～10 万の自治体では 42%（61+33 サンプル）、

10～30 万の自治体では 72%（16+15 サンプル）、30 万以上の自治体では 85%（9+8

サンプル）と、規模が大きくなるほど比率が高まっている。仮説 1 で想定した

とおり、利活用には一定以上の人口規模を有する必要があると考えられる。

続いて、財政と自治体類型の関係（仮説 2）を検証するために、財政指標を

4 類型間で比較した。財政指標としては、総務省「地方公共団体主要財政指標

一覧」に基づき、財政力指数を採用した。また参考数値として、財政の健全性

4 縦軸、横軸の値がともに、ぞれぞれの第 1 三分位より小さい自治体を「Ⅲ問

題児」、縦軸の値が第 2 三分位より大きいが横軸の値が第 1 三分位より小さい

自治体を「Ⅳ技術先行」とした。
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を保持するための要件として用いられる経常収支比率、実質公社債比率、将来

負担比率についても比較した（図表 4-6）。

図表 4-6 4 類型の財政指標平均値と検定結果 

 財政力指数  経常収支比率  実質公社債比率  将来負担比率  

Ⅰ期待先行  0.387 86.931 9.863 70.683 

Ⅱ (3.411)*** (2.510) ** (-1.844) * (-0.304) 

Ⅲ (-3.454)*** (-2.915) *** (1.390) (-0.202) 

Ⅳ (-4.572)*** (129.590) *** (2.733) *** (-0.332) 

Ⅱ優等生  0.539 89.370 8.601 67.671 

Ⅲ (0.430) (-0.084) (-0.493) (-0.596) 

Ⅳ (-1.390) (-0.314) (1.537) (-0.673) 

Ⅲ問題児  0.523 89.439 8.889 72.749 

Ⅳ (1.830)* (0.253) (-1.788) * (0.193) 

Ⅳ技術先行  0.603 89.668 7.490 75.176 

（注）括弧内は t 値。***は 1%水準、**は 5%水準、*は 10%水準で有意であることを示す。

財政力指数の平均値を t 検定によって比較したところ、期待先行とその他の

3 類型については有意な差異が認められたが、他の組み合わせでは差異を表す

強い証拠は得られなかった。そこで、期待先行を基準にして、検証結果を解釈

してみたい。図表 4-7 は、財政力指数の平均値と、統計的に有意な差異が認め

られた組み合わせを両端矢印でつないで図示したものである。  

 

図表 4-7 4 類型の財政力指数平均値  

 

1 期待先行

0.387

Ⅱ優等生

0.539

Ⅲ問題児

0.523

Ⅳ技術先行

0.603

不足     実現条件     十分 

財政力指数の平均値を降順に並べると、期待先行（0.387）、問題児（0.523）、

高 
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優等生（0.539）、技術先行（0.603）の順に低い（図表 4-7）。財政悪化の程度

が最も高い期待先行は、危機感から、新しい統一的な基準への期待が他の類型

よりも相対的に高いのかもしれない。第二に、問題児の自治体は、期待先行に

比べると財政悪化の程度が低く、あくまでも期待先行と比べてだが、危機感か

らの期待が薄いのかもしれない。第三に、優等生の自治体は、期待先行よりも

財政が健全であり、それによって期待に応えるだけの実現条件を整えているも

のと思われる。最後に技術先行だが、期待先行と比べると、財政ははるかに健

全であり、実現条件が整っている。しかしながら、財政が健全であるがゆえに、

危機感には乏しく、期待先行ほどには新しい統一的な基準への期待を抱けない

のかもしれない。

５． 結論と残された課題について  

本論文では、昨年、特別委員会が実施したアンケート調査を使用して、実証

分析を行った。すなわち、調査結果から、技術的条件（実現条件）と利用意欲

（期待）という測定尺度を抽出して、これを使用して、自治体の類型化を図っ

た。本調査では、全ての団体（都道府県ならびに市町村）にアンケート調査の

依頼をしたものの、全ての団体からは回答が得られなかったことなどの限界が

ある。また、現在、ヒアリング調査を進めており、その結果と本論文の分析結

果についての整合性の確認が必要であり、これを進めている。

もっとも、本論文では、包括的かつ実証的な分析を行うことで、わが国の公

会計情報の作成と利用についての鳥瞰図を示すことができたと考える。という

のも、わが国の自治体の公会計情報の作成と利用に係わる先行研究は、個別の

団体の事例研究が行われる傾向があるからである。

ただし、類型化した団体については、今後、因果関係についての分析を行い、

これを一般化あるいは汎用性の高いものにしていく必要がある。例えば、「優

等生」に類型化された団体は、なぜ、うまく導入し、適用していることができ

ているか、これは地域の固有の事情によるものかなどである。現状では、以下

の因果関係についての分析を進めている。

（1） 仮設検定２について

 仮設検定２については、①期待先行団体と優等生団体、②期待先行団体と問

題児、そして③期待先行団体と技術先行団体との間には、有意な差が見られた。

これに関連して、どのような要件がこれに影響しているのか、更なる分析をす

る必要がある。
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（２）物理的な距離の問題について

小規模の団体については、技術的条件がないことが明らかになった。小規模

な団体がこれに対応していくためには、例えば、近隣の団体と協議することに

よって、合同で、研修を受けるあるいはシステムベンダーに依頼することがあ

ると考える。協議にあたっては、物理的な距離の問題があることから、これに

ついての分析が必要となる。

（３）首長の影響度について

統一的な基準の導入にあたっては、首長がこれについて十分に理解を示し、

取り組んでいくことが前提となる。そのもとで、影響度として検討しているの

は、例えば、当選回数、前職（自治体の職員・議員・民間企業）、所属する会

派などがある。これについては、政治学の分野における先行研究がある。これ

らの先行研究を参考に、首長が統一的な基準の導入の推進にどのような影響が

あるのか、あるとすれば、どのような要因があるのかを分析する。

（４）財政規模による影響について

本論文では、人口規模による影響について検討したが、あわせて決算規模に

よる影響を検討する。なお震災復興特別交付金等で決算規模が著しく大きく変

化している自治体については別途考慮する。

（５）外部利用と説明責任との関係

本論文では、内部利用者に焦点をあてて、分析を行った。もっとも、利用意

欲（期待）については、外部利用（地域住民・議会）についても検討する必要

がある。この場合、公会計情報が説明責任に、どのような効果があるのかを検

討する必要がある。

（６）内部利用の実態について

財務書類作成 /固定資産台帳作成については、全国的に同じ水準に達している

が、その利用能力ならびに意欲は異なると考えられる。
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